
遊びのボランティアに
登録してみませんか？

お願い・留意事項など
１）登録にあたり、事前にこども子育て交流プラザより活動内容や活動方法について聞き取りさせていただきます。
２）登録者には名札を準備します。活動中は名札を着用してください。
３）活動中はケガ等のないように注意してください。
４）ボランティア保険等はご自身で加入してください。（市や施設では責任を負いません）
５）住所や連絡先が変更となった場合は、速やかにこども子育て交流プラザへご連絡ください。
６）施設（開催場所）管理者の指示に従って、活動してください。
７）１年以上活動がない場合、今後の活動について意思確認の連絡をします。
８）予告なく、登録を削除することがあります。予めご了承ください。

よっかいち遊びパｰトナｰ
こども子育て交流プラザで、職員と共に
行事に参加するなど、こどもと一緒に遊ぶ
ことで、あそびの楽しさを伝えます。

● 1 年に 1 回以上の活動をお願いします。
● こども子育て交流プラザで行事のボランティア
　スタッフとしての活動をお願いします。

よっかいち遊びマスター
こども子育て交流プラザで、ご自身の得意な
あそびを活かした活動の企画・実施をお願いします。

● 参加費は徴収できません。(材料費の実費を除く)
● 事前申込制・定員制の企画については､予め､
　こども子育て交流プラザにご相談ください。
● 営利を目的とした活動はできません。
● 1 年に 1 回以上の活動をお願いします。
● 活動後2週間以内に活動報告書 (あそびレポート)
　の提出をお願いします。

※どちらかを選択し､裏面の登録フォームに必要事項を記入のうえ､ご提出ください。

「遊びのボランティア」とは､こどもたちが､多くの人たちとの
関わり見守りの中で育っていけるように､こどもたちと楽しく
遊ぶ人です。
「遊びのボランティア」には「よっかいち遊びマスター」と
「よっかいち遊びパートナー」があります。



私は、登録条件・活動内容等を承諾のうえ、次のとおり、遊びのボランティアに登録します。

以下をお読みいただきチェックをお願いします。 　※チェックがない場合は登録できません。

登録申請日

登録区分

令和　　　年　　　　月　　　　日
よっかいち遊びマスター（四日市市こども子育て交流プラザ遊びマスター）
自身の特技を生かして、こどもとふれあい、こどもに遊びの楽しさを伝える人
※18歳以上に限ります

よっかいち遊びパートナー（四日市市こども子育て交流プラザ遊びパートナー）
こどもと一緒に楽しく遊び、こどもに遊びの楽しさを伝える人
※中学生以上に限ります（未成年の人は保護者の承諾を得てから登録してください）

ふりがな

氏　名

自己 PR
活動実績
活動予定
など

新規　　　　 更新

年  齢
歳（　　　　年　　月生）

営業行為、勧誘行為、またそれに準ずる行為を行いません。
プラザ利用者、またはイベント参加者に不快とみなされる行為を行いません。
その他、著しく不快な行動、虚偽の行動を行いません。
活動場所のルールに則って活動し、その場の職員の指示に従います。
提出した個人情報に一切の偽りはありません。

上記内容を承諾し、活動することに同意いたします。

上記内容を承諾し、活動することに同意いたします。

未成年者のみ、保護者に以下をお読みいただきチェックをお願いします。

（本人署名）

保護者署名
（未成年者のみ）

保護者連絡先

（未成年者のみ）不測の事態が発生した場合、保護者への連絡を許可します。
また活動中におきた事態については保護者が責任を負います。
（未成年者のみ）保護者の同意を得て、活動に参加をします。

〔登録フォームの提出先・問い合わせ先〕
四日市市こども子育て交流プラザ

〒５１０－００２５　四日市市東新町２６番３２号　橋北交流会館４階
【電話】０５９（３３０）５０２０　　【FAX】０５９（３３４）０６０６

住　所

連絡先T E L
〒

遊びのボランティア　登録フォーム


